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       〒７７６－００１２ 吉野川市鴨島町鴨島乙８９７－９ 
          ＴＥＬ・ＦＡＸ：０８８３－２４－２３５６ 
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 Ⅰ 園の概要 
（１）運営方針 

〇法人理念 

・この法人は、多様な福祉サービスが、利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう 

創意工夫をし、利用者が個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成されるよう、

キリスト教的な人間観による支援を目的とする。 

・本園に勤務する職員は法人設立の目的を忘れることなく、資質の向上及び専門性の向上を 

図るように努める。 

 

〇保育理念 

・キリスト教の愛に基づき一人一人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成される環 

境を通して、特定教育・保育を支援することを目的とする。 

 

〇教育・保育目標 

 ・明るく元気で基本的生活習慣を身につけたこども 

 ・よく見る目、よく聞く耳、よく働く手足を使って、自分で考え豊かな感性をもって自己表 

現できるこども 

・友だちと楽しく遊ぶとともに、思いやりのあるこども   

 

〇教育・保育方針 

 ・一人ひとりを大切にする教育・保育     

子どもは自分が愛され受け入れられていると感じた時、心が安定し、主体的にのびのび 

活動することができる。保育者は一人ひとりの発達段階を丁寧にみつめ、その個性と人    

格を大切にする。 

 ・遊びを大切にする教育・保育 

乳幼児期の生活は遊びそのものである。子どもは遊びの中から全てのことを学ぶ。 

 ・目に見えないものを大切にする教育・保育 

目に見えるものだけでなく目に見えないことが多くあることを知り、思いやりの愛の心

を育てる。 

 ・地域のすべての子どものために 

全ての子育て家庭が支援の対象である。在園児だけでなく、在宅で子育てをしている家 

庭が、安心して集うことのできる子育て支援事業を展開する。 
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（２）運営主体（事業者の概要） 

事業者の名称 社会福祉法人鴨島ひかり会                 

事業者の所在地 徳島県吉野川市鴨島町喜来３２３－１５１ 

事業者の連絡先 ＴＥＬ ０８８３－２４－１２８２ 

代表者氏名   理事長 髙橋淳子 

 

（３）施設の概要 

種別 幼保連携型認定こども園 

名称 
社会福祉法人鴨島ひかり会  

鴨島中央認定こども園                      

所在地 徳島県吉野川市鴨島町鴨島乙８９７－９ 

連絡先 ＴＥＬ・ＦＡＸ  ０８８３－２４－２３５６ 

施設長氏名   園長 多田 和子 

開設年月日  ２０２０年４月１日 

利用定員 
１号認定子ども ２号認定子ども ３号認定子ども 合 計 

２５人 ９９人 ３６人 １６０人 

 
 
Ⅱ 教育・保育等の提供内容 

 [１号認定子ども] [２号認定子ども] [３号認定子ども] 

保育の曜日、時間 
月曜日から金曜日まで 

9：00 ～ 14：00 

月～金曜日 

保育標準時間認定（11 時間） 

7：30 ～ 18：30 

保育短時間認定（8 時間） 

8：30 ～ 16：30 

土曜日 ＊ 7：30 ～ 18：00 

保育を行わない日 土曜日・日曜日・祝日                        

夏季（７/２１～８/２６）                    

冬季（１２/２１～１/７）                    

春季（３/２１～４/７） 

日曜日・祝日 

年末年始（１２/２９～１/３） 

 

＊ 土曜保育が必要な方は、理由を付した 

  事前の申請書が必要となります。 
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〇学級編成（年度によりクラス数に変動があります） 

 １歳児    ２歳児    ３歳児     ４歳児    ５歳児 

 １クラス   １クラス   ２クラス   ２クラス   ２クラス 

 

〇給食 

 園児全員に自園調理による給食（主食・副食）を提供しています。 

 アレルギー対応も可能な範囲でしています。ご相談下さい。 

 

〇年間行事予定 

月 
行事内容 

保護者参加の行事 園児だけの行事 

４月 入園式・保護者会総会・保護者役員会 （毎月）お誕生会・身体計測・避難訓練 

５月 家庭訪問 眼科検診・内科健診 

６月 運動会・保育参観、給食試食会 歯科検診・耳鼻科健診・いも苗植え 

７月 保育参観 
七夕まつり・プール開き        

お泊り保育（5 歳児） 

８月 阿波踊り  

９月 祖父母参観・保護者役員会  

10 月  ハロウィン 

11 月 親子遠足・保護者役員会 おいもほり・内科健診 

12 月 クリスマス発表会 歯科検診 

１月  修了写真・サッカー教室・交通安全教室 

２月 
個人懇談・保育参観、保護者研修・

保護者役員会 
豆まき・人形劇観賞 

３月 卒園式（卒園児のみ保護者会総会） ひなまつり・お別れパーティ 

   お誕生会・身体測定・避難訓練は、毎月の行事です 

 

〇教職員 

 園長、主幹保育教諭、保育教諭、管理栄養士、調理師、事務員、子育て支援員 

 

〇提供する特定教育・保育の内容 

・乳幼児の発達に必要な教育・保育を総合的に提供します。 

・１歳６か月から 5 歳児の異年齢児交流 

・５歳児（リトミック・生け花） 

・食育活動 
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 Ⅲ 入園募集要項 
 

〇 対象年齢  【1歳 6ヵ月～5歳児】 

 

 （１号認定子ども）／（２号認定子ども） 

   3 歳児 

    ２０１７年（平成２９年）4月 2日～２０１８年（平成３０年）４月１日生 

   ４歳児 

    ２０１６年（平成２８年）4月 2日～２０１７年（平成２９年）４月１日生 

５歳児 

    ２０１５年（平成２７年）4月 2日～２０１６年（平成２８年）４月１日生 

 

（３号認定子ども） 

    １歳６ヵ月～満３歳未満 

 

 １号認定子ども ２号認定子ども ３号認定子ども 

募集人員 

3 歳児 4 歳児 5 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 1 歳児 2 歳児 

5 名 

程度 

5 名 

程度 
若干名 

15 名

程度 

5 名 

程度 
若干名 

12 名

程度 

17 名 

程度 

入
園
手
続
き 

受付 

10/1（木）～10/15（木） 

・本園に入園願書提出 

入園が決定しだい内定通知書送付 

受付時間 本園事務室 9 時～17時 

（土・日・祝は除く） 

 

支給認定申請 

利用申請 

・本園からの内定通知書と一

緒に市の認定申請書を提出 

11/２（月）～11/18（水） 

・市役所に認定申請入園申込書を提出 

（入園施設について利用調整の後、利用施設

が決定します） 

利用決定            １月中旬頃 

入園説明会 ２月中旬頃 

その他 

利用定員を超える場合には、次の

順位により選考します。 

 １．兄弟姉妹が在園 

２．受付順  
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Ⅳ 経費について  

 

（１） 保育料 （3号認定子ども）居住する市町村の定める保育料（毎月） 

 

（２） 実費徴収    （2020 年度実績による） 

実費徴収 1 号認定子ども 2 号認定子ども 3 号認定子ども 

副食費  3500 円（月額） 4500 円（月額） 
― 

主食 500 円（月額） 

保護者会費 400 円（月額） 

絵本代 380 円～400 円（月額）年齢により異なります。 

スナップ写真 3 ヵ月毎に 3枚セット 100 円 

保育用品 

（入園時） 

園児服代金 3,150 円、園児用カラー帽子 890 円 

保育用品（お便りばさみ等）3,800 円 

体操服（希望者のみ） 

児童保険 独立行政法人 日本スポーツ振興センター掛金 

2020 年度は 200 円/年 

親子遠足代金 バス代、入場料等 

          

（３） その他（一時預かり、延長保育） 

➀ 1号認定子ども一時預かり ＊市町村から保育の必要性の認定を受けた場合、一定の範囲内で無償化されます。 

項  目 金  額 

月～金曜日 14：00 ～ 18：30 1 回 250 円  おやつ 50円 

土曜日    9：00 ～ 18：00 

長期休業    9：00 ～ 18：30 

1 回 1000 円 

1 回 1000 円 

給食費 250 円・おやつ 50円 

（毎月 10日限度の利用とします。） 

 

② 2、3号認定子ども延長保育 

〇標準認定 

項  目 金  額 

18：30 ～ 19：00 1 回 100 円（月上限 1000 円） 

〇短時間認定 

項  目 金  額 

16：30 ～ 18：30 1 回 200 円（月上限 2000 円） 

18：30 ～ 19：00 1 回 100 円（月上限 1000 円） 
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Ⅴ 認定区分 

  認定こども園の利用手続きの際には、まず「教育・保育給付認定」を 

受ける必要があります。 

 

 【1号認定】 満 3歳以上の小学校前の子どもで、学校教育のみを受ける場合 

教育標準時間認定・満 3歳以上・４時間以上（昼すぎごろまで） 

 

【2 号認定】 満 3歳以上の小学校前の子どもで、保育を必要とする場合 

保育認定（標準時間・短時間）・満 3歳以上   

 

【３号認定】 満 3歳未満の子どもで、保育を必要とする場合 

保育認定（標準時間・短時間）・満 3歳未満 

 

保育標準時間・・・保育が必要な範囲内で、最大 11 時間まで利用可能 

  保育短時間・・・・保育が必要な範囲内で、最大 8時間まで利用可能 

 

【1号認定の場合】 

 

 

 

【2 号・3号認定の場合】 

 

 

 

➀【１号希望】 新規、転園 

 〇 入園申請 10 月 1 日（木）～10 月 15 日（木） 9 時～17 時（土・日・祝は除く） 

 〇 入園申請書類 9 月から鴨島中央認定こども園にあります。 

 〇 認定申請書類 認定こども園より内定通知を 10 月末頃送付 

 

②【2 号・3 号希望】 新規、転園 1 号→2 号への認定変更 

 〇 受付日時 11 月 2 日（月）～11 月 18 日（水） 9 時～17 時（土・日・祝は除く） 

〇 受付場所 こども未来課 

〇 提出書類 10 月 1 日から受付場所に備え付け 市ホームページよりダウンロード可 

園に直接 
申込 

園から 
入園内定 

園からの入
園内定を持
って市町村
へ認定申請 

園を通じて
認定証交付 

園と契約 

市町村に 
「保育の必要性」 

の認定申請 

市町村から 
認定証交付 

園の利用希望
者の申込 

市町村が 
利用調整 

利用先の 
決定後、 
園と契約 


